
１．母性健康管理措置等について
（関連資料１～２参照）

（１）新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置及び助成

金制度について
新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健

康管理を適切に図るため、男女雇用機会均等法に基づき、令和２年５月７

日に新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を設けたところ

である。本措置については、その後３回適用期限が延長され、現在は令和

５年３月末までであるが、今後半年程度の延長を予定している。

また、本措置により、妊娠中の女性労働者に有給の特別休暇を取得させ

た事業主に対する助成制度を設け、都道府県労働局において支給している

が、この助成金についても、本措置の適用期間の延長に合わせて、期間の

延長や要件の変更を予定しているので、指針の改定後、改めて周知をお願

いする。

（２）母性健康管理指導事項連絡カードの利用促進について
妊娠中の女性労働者に対する医師等の指導事項を事業主へ的確に伝える

ための「母性健康管理指導事項連絡カード」については、母子健康手帳の

配付時や、母親学級・両親学級等での周知等に格別の御協力をいただいて

おり感謝する。引き続き活用が図られるよう、今後も周知広報について御

協力をお願いする。

２．不妊治療と仕事との両立について

（関連資料３参照）
不妊治療と仕事との両立支援については、令和４年４月から、次世代育

成支援対策推進法に基づき、不妊治療と仕事との両立に取り組む優良な企

業に対するプラス認定制度を創設して、多くの企業の取組を促していると

ころ。

事業主や人事労務担当者等に向けたマニュアル等の作成・配布やオンラ

インでの研修会等を、令和５年度も実施する予定。

また、都道府県労働局においても、事業主や労働者等に対する周知啓発

や相談対応を実施することとしているので、各自治体に置かれている不妊

専門相談センターとの連携について引き続きよろしくお願いする。
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令
和
２
年
５
月
７
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３
１
日
ま
で

○
事
業
主
は
、
令
和
５
年
３
月
3
1日
ま
で
の
間
、
そ
の
雇
用
す
る
妊
娠
中
の
女
性
労
働
者
か
ら
、
保
健
指
導
又
は
健
康
診
査
に
基
づ
き
、

当
該
女
性
労
働
者
の
作
業
等
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
す
る
お
そ
れ
に
関
す
る
心
理
的
な
ス
ト
レ
ス
が
母
体

又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る
と
し
て
、
医
師
等
に
よ
り
こ
れ
に
関
し
て
指
導
を
受
け
た
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当

該
指
導
に
基
づ
き
、
作
業
の
制
限
、
出
勤
の
制
限
（
在
宅
勤
務
又
は
休
業
を
い
う
。
）
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
母
性
健
康
管
理
措
置
に
つ
い
て

～
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
に
基
づ
く
指
針
（
告
示
）
を
改
正
～

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
措
置
（
令
和
５
年
３
月
3
1
日
ま
で
）

適
用
期
間

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
が
拡
大
す
る
中
、
妊
娠
中
の
女
性
労
働
者
は
、
職
場
に
お
け
る
作
業
内
容
等
に
よ
っ
て
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
に
大
き
な
不
安
を
抱
え
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
心
理
的
な
ス
ト
レ
ス
が
母
体
・
胎
児
の
健
康
保
持
に
影

響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

○
母
と
子
と
い
う
「
２
つ
の
生
命
」
を
守
る
と
い
う
観
点
、
そ
し
て
少
子
化
対
策
と
し
て
も
、
妊
娠
中
の
女
性
労
働
者
が
、
安
心
し
て
妊
娠

を
継
続
し
、
子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
。

○
こ
の
た
め
、
妊
娠
中
の
女
性
労
働
者
の
母
性
健
康
管
理
を
適
切
に
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
妊
娠
中
の
女
性
労
働
者
の
母
性
健

康
管
理
上
の
措
置
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
措
置
を
新
た
に
規
定
。

○
妊
娠
中
・
出
産
後
１
年
以
内
の
女
性
労
働
者
が
、
母
子
保
健
法
の
保
健
指
導
・
健
康
診
査
（
妊
婦
健
診
等
）
の
際
に
医
師
又
は
助
産

師
か
ら
指
導
を
受
け
、
そ
れ
を
事
業
主
に
申
し
出
た
場
合
、
そ
の
指
導
事
項
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

（
通
勤
緩
和
、
休
憩
、
症
状
等
に
関
す
る
措
置
（
作
業
の
制
限
、
勤
務
時
間
の
短
縮
、
休
業
等
）
）
を
講
じ
る
こ
と
が
事
業
主
に
義
務
付

け
ら
れ
て
い
る
（
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
第
1
3
条
）
。

母
性
健
康
管
理
措
置
と
は

2

NMBHA
テキスト ボックス
資料１




母
性
健
康
管
理
指
導
事
項
連
絡
カ
ー
ド

「
妊
娠
中
及
び
出
産
後
の
女
性
労
働
者
が
保
健
指
導
又
は
健
康
診
査
に
基
づ
く
指
導
事
項
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
」
に
規
定

【
使
用
方
法
】

１
医
師
等
は
、
妊
娠
中
又
は
出
産

後
の
働
く
女
性
に
対
し
て
、
健
康
診
査

等
の
結
果
、
通
勤
緩
和
や
勤
務
時
間

短
縮
等
の
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
程
度
の
指
導
事
項
が
あ
る

場
合
、
母
健
連
絡
カ
ー
ド
に
必
要
な

事
項
を
記
入
し
て
渡
し
ま
す
。
（
①
②
）

２
妊
娠
中
又
は
出
産
後
の
働
く
女

性
は
、
事
業
主
に
こ
の
母
健
連
絡

カ
ー
ド
を
提
出
し
て
、
措
置
を
申
し
出

ま
す
。
（
③
）

３
事
業
主
は
、
母
健
連
絡
カ
ー
ド
の

記
入
内
容
に
従
っ
て
通
勤
緩
和
や
勤

務
時
間
短
縮
等
の
措
置
を
講
じ
ま
す
。

（
④
）

母
性
健
康
管
理
指
導
事
項
連
絡
カ
ー
ド
に
つ
い
て

母
性
健
康
管
理
指
導
事
項
連
絡
カ
ー
ド
に
つ
い
て

医 師 等

女 性 労 働 者

事 業 主

② ①

③ ④
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く
る
み
ん
「
プ
ラ
ス
」
認
定
の
創
設

(不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に
係
る
基
準
の
追
加

)

＜
改
正
前
＞

＜
改
正
後
＞
（
令
和
４
年
４
月
～
）

次
世
代
育
成
支
援
の
取
組
を
行
う
企
業
に
、
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に
関
す
る
取
組
も
行
っ
て
い
た
だ
く
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
設
け
る
観
点
か

ら
、
く
る
み
ん
、
ト
ラ
イ
く
る
み
ん
、
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
の
一
種
と
し
て
新
た
な
類
型
「
プ
ラ
ス
」
を
設
け
、
認
定
基
準
に
「
不
妊
治
療
と
仕
事
と

の
両
立
」
に
関
す
る
基
準
を
追
加
す
る
。

※
「
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
」
に
関
す
る
基
準
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
く
る
み
ん
、
ト
ラ
イ
く
る
み
ん
、
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
の
申
請
を
行
う
際

の
必
須
基
準
で
は
な
く
、
く
る
み
ん
、
ト
ラ
イ
く
る
み
ん
、
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
の
認
定
基
準
の
み
の
認
定
申
請
を
行
う
こ
と
も
可
能
。

改
正
内
容

プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
認
定
制

度

く
る
み
ん
認
定
制
度

プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
認
定
制
度

く
る
み
ん
認
定
制
度

ト
ラ
イ
く
る
み
ん
認
定
制
度
（
新
設
）

不
妊
治
療
と
仕
事
と
の

両
立
に
係
る
基
準

不
妊
治
療
と
仕
事
と
の

両
立
に
係
る
基
準

不
妊
治
療
と
仕
事
と
の

両
立
に
係
る
基
準

不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に
関
す
る
認
定
基
準
は
、
以
下
の
基
準
と
す
る
。

※
く
る
み
ん
、
ト
ラ
イ
く
る
み
ん
、
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
で
基
準
は
共
通
の
も
の
。

＜
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に
関
す
る
認
定
基
準
＞

・
次
の
①
及
び
②
の
制
度
を
設
け
て
い
る
こ
と
。

①
不
妊
治
療
の
た
め
の
休
暇
制
度
（
多
様
な
目
的
で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
休
暇
制
度
や
利
用
目
的
を
限
定
し
な
い
休
暇
制
度
を
含
み
、
年
次
有
給
休
暇
を
除
く
。
）

②
不
妊
治
療
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
半
日
単
位
・
時
間
単
位
の
年
次
有
給
休
暇
、
所
定
外
労
働
の
制
限
、
時
差
出
勤
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
短
時
間

勤
務
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
制
度

・
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に
関
す
る
方
針
を
示
し
、
講
じ
て
い
る
制
度
の
内
容
と
と
も
に
社
内
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。

・
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に
関
す
る
研
修
そ
の
他
の
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に
関
す
る
労
働
者
の
理
解
を
促
進
す
る
た
め
の
取
組
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

・
不
妊
治
療
を
受
け
る
労
働
者
か
ら
の
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に
関
す
る
相
談
等
に
応
じ
る
両
立
支
援
担
当
者
を
選
任
し
、
社
内
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。

認
定
基
準
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